


【国保】 
 

M-1 ケロイドに対する体外照射の高エネルギー放射線治療の算定につい

て 

 

《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 ケロイドに対する M001 体外照射「2」高エネルギー放射線治療の算定

は、原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ケロイドに対しては、その縮小を期待し、M001 体外照射「2」高エネ

ルギー放射線治療が行われることがあり、形成外科診療ガイドライン「急

性創傷/瘢痕ケロイド 2」（平成 27年 日本形成外科学会等）では「ケロイ

ド切除後の放射線治療は優位に再発率を下げるため推奨される」と示され

ている。 

 このため、ケロイドに対するM001 体外照射「2」高エネルギー放射線

治療の算定は、原則として認められると判断した。 

 

  



【国保】 
 

M-2 ガンマナイフによる定位放射線治療の算定回数について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療について、3 か月未満の複

数回の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療については、厚生労働省

通知※に「数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっ

ても、所定点数は 1 回のみ算定する」と示されている。 

 この一連の期間は、通常、所期の目的を達成するまでの期間と考えられ、

個々の症例によるところが大きいが、一般的には 3か月の期間とし、当該

治療の 3 か月未満の複数回の算定は、原則として認められないと判断し

た。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

  



【国保】 
 

M-3 直線加速器による放射線治療の算定回数について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 M001-3 直線加速器による放射線治療について、3 か月未満の複数回の

算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 M001-3 直線加速器による放射線治療については、厚生労働省通知※に

「（略）数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であって

も、所定点数は 1回のみ算定する。」と示されている。 

 この一連の期間は、通常、所期の目的を達成するまでの期間と考えられ、

個々の症例によるところが大きいが、一般的には 3か月の期間とし、当該

治療の 3 か月未満の複数回の算定は、原則として認められないと判断し

た。 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 

 


